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久留米市の一般会計歳入予算では、市民の皆さまに納めていただく市税が歳

入総額の約30％を占めています。  

市税収入の内訳は、市民税と固定資産税が全体の約８４％と中心を占め、次

いで、都市計画税、市たばこ税の順になっています。 

 

 

 

 皆さまから納めていただいた市税は、次のような割合で使われています。 

歳出総額のうち、高齢者や障害者の福祉、保育園、生活扶助のために使われ

る民生費が約4４％、次いで戸籍、税務、選挙、市役所の管理運営のために使

われる総務費が約10％を占めています。 
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東京名古屋大阪・民生費：高齢者や障害者の福祉、保育園、生活扶助のために 

・総務費：戸籍、税務、選挙、市役所の管理運営のために 

・公債費：市債の償還と利子などの支払いのために 

・衛生費：ごみ収集、衛生、環境対策のために 

・教育費：学校教育、生涯学習や文化施設の充実のために 

・土木費：道路、公園、住宅などの都市整備のために 

・商工費：商工業振興のために 

・農林水産業費：農林水産業振興のために 

・消防費：消防や救急活動のために 

・議会費：市議会運営のために 

・労働費：勤労者福祉のために 

 

第１章 久留米市の市税収入と使いみち 

市税収入のあらまし 

市税の使いみち 

 


